
訪問看護ステーション さくら 訪問看護利用契約書 

  

  利用者と、社会福祉法人モニカが運営する訪問看護ステーション さくら（以下、「事業者」

という。）は、事業者が利用者に対して行う訪問看護・介護予防訪問看護並びに指定訪問看護に

ついて、次のとおり契約（以下、「本契約」という。）する。 

 

第1条 （サービス契約の目的） 

 事業者は、介護保険法等関係法令、健康保険法等関係法令及び本契約に従い、利用者が有する

能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の療養生活を支援し、

心身の機能の維持・回復を目指すことを目的として訪問看護サービスを提供する。 

 

第2条 （契約期間） 

１ この契約期間は、契約締結日から利用者様の要介護認定の有効期間満了日まで、もしくは第

7 条に規定するときまでとする。ただし、契約期間満了日以前に利用者様が要支援・要介護状

態区分変更の認定を受け、要支援・要介護認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更

後の要支援・要介護認定有効期間の満了日を契約期間満了日とする。 

２ 上記契約期間満了日の 30 日以上前までに利用者様から書面による更新拒絶の申し出がない

場合、この契約は自動更新され以降も同様とする。 

 

第3条 （サービス内容） 

１ 事業者は、利用者に対し医師の指示に基づき個別に訪問看護計画書若しくは介護予防訪問看

護計画書を作成し利用者から同意を得たうえで、訪問看護並びに介護予防訪問看護及び、指定

訪問看護サービスを実施・記録し、月毎に医師への報告を行う。なお、事業者が実施する具体

的なサービスの内容は別紙『重要事項説明書 第 6 項』のとおりとする。 

２ 利用者は、サービス内容の変更を申し出ることができ、事業者はその申し出があった場合、

第 1 条に規定するサービス契約の目的に反する等の正当な理由がない限り、速やかにサービス

内容を変更し、主治医並びに居宅介護支援専門員に連絡するなど必要な援助を行う。 

３ サービス内容を変更した場合、事業者は、利用者に対し変更後のサービス内容・利用回数・

利用料金及び介護保険法並びに健康保険法の適用の有無について説明し、同意を得る 

４ 事業者は、その提供するサービスのうち、介護保険法並びに健康保険法の適用を受けられな

いものがある場合、特にそのサービス内容及び利用料金を説明し、利用者の同意を得ることと

する。 

 

第4条 （利用者の解約権） 

１ 利用者は、当事業者が行う指定訪問看護サービス及び指定介護予防訪問看護サービスに対し

て、7 日前までに通知をすることにより、この契約を解約することができる。但し、利用者の

病変、急な入院や施設入所などやむを得ない場合は契約終了の 7 日以内でもこの契約を解約す

ることができる。 

２ 利用者は、事業者が正当な理由がなくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

利用者や家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業者が閉鎖した場合

は直ちにこの契約を解除することができる。  



第5条 （事業者の解約権） 

１ 事業者は、利用者に正当な理由がなく、また故意に事業者からの利用に関する指示に従わず

要介護状態などを悪化させた場合、また著しく常識を逸脱する行為をなし改善しようとしない

理由で契約の目的が達せられないと判断した場合は、文書により 30 日間以上の予告期間をも

ってこの契約を解約できる。 

２ 事業者は、利用者が事業者に支払うべき利用料金を２ヶ月以上滞納した場合、第 6 条の規定

により、この契約を解除することができる。 

３ 当事業者を閉鎖または縮小するなどやむを得ない事情がある場合はこの契約を解除できる。 

 

第6条 （利用料の滞納） 

１ 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用料の自己負担分を 2 ヵ月間滞納した場合は、

事業者は利用者に対し、30 日間以上の期間を定めて、期間満了までに利用料の支払がない場合

は、本契約を解約する旨を催告することができる。 

２ 前項の催告をした場合には、事業者は、介護支援専門員と協議し、利用者の日常生活を維持

する見地から、居宅介護サービス計画・介護予防支援計画の変更、介護保険外の公的サービス

の利用等について必要な調整を要請することができる。 

３ 事業者は、前項の措置を講じた上で、利用者が第 1 項の期間内に滞納額の支払いをしなかっ

たときは、文書をもってこの契約を解約できる。 

 

第7条 （契約の終了） 

 次号のいずれかに該当する場合には、この契約は終了する。 

１． 第 2 条において、事前に更新の合意がなされず、契約の有効期間が満了したとき 

２． 第 4 条において、利用者から解約の申し入れがなされ、予告期間が満了したとき 

３． 第 5 条において、事業者より解約の申し入れがなされたとき 

４． 次の事由で利用者にサービス提供ができなくなったとき 

(1) 利用者が介護保険施設や医療施設に入所または、入院した場合 

(2) 利用者の要介護認定区分が非該当と認定されたとき 

(3) 利用者が死亡したとき 

 

第8条 （損害賠償） 

 事業者は、利用者に対するサービス提供にあたって、利用者又は利用者家族の生命・身体・財

産に損害が発生した場合は、速やかに利用者に対し損害を賠償する。但し、事業者は、自己の責

に帰すべき事由がない限り損害賠償責任を負わない。 

 

第9条 （秘密保持） 

１ 事業者、その従事者及び従業者であった者は、サービス提供にあたって知り得た利用者又は

利用者家族等の個人情報を正当な理由なく第三者に漏らさない。 

２ 事業者は、従業者に対し利用者又利用者家族等の個人情報を漏らさないことを雇用契約時に

誓約させるなど必要な措置を講じる。 

３ 但し、事業者は、次の各号については予め利用者又利用者家族等の同意を得て、利用者又は

利用者家族等の個人情報を提供することができる。 

(1) 介護保険サービス利用のために市町村、居宅介護支援事業者、その他の介護保険事業者等へ

の情報提供。また、病院、診療所などの医療機関への情報提供。 

(2) サービスの質の向上のために、学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この場合でも、

事業者は利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守する。 



(3) その他事業者が定める「個人情報の取り扱い」に記載された事項。 

 

第10条 （苦情処理） 

１ 利用者又は利用者家族は、提供されたサービスに不満足がある場合は、いつでも別紙『重要

事項説明書』記載の苦情申立機関に、苦情を申し立てることができる。 

２ 事業者は、利用者又は利用者家族から苦情の申し立てがあった場合は、迅速かつ適切に対処

し、サービスの質向上と改善に努める。また、事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、こ

れを理由としていかなる不利益な扱いも行わない。 

 

第11条 （契約外条項） 

 本契約に定めのない条項については、介護保険法並びに健康保険法における諸法令の定めると

ころを尊重し、利用者及び事業者の協議によって定める。 

 

第12条 （社会情勢及び天災） 

１ 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の義務 

の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合がある。 

２ 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業所の義務 

の履行が遅延、もしくは不能になった場合、それによる損害賠償責任を事業所は負わないものと 

する。 

 

 以上の契約を証するため、本書を 1 通作成し、利用者と事業者それぞれ署名・捺印（自署であ

れば捺印不要）のうえ、事業者が原本を、利用者がコピーを保有する。 

 

  契約締結日 令和   年   月   日 

事業者 

 事業者名称： 訪問看護ステーション さくら 

   所 在 地： 札幌市白石区本通 12 丁目南 6 番 5 号  Rin 南郷 106 号室 

   管理者氏名：     東 玉枝            印 

 利用者 

 

〈住  所〉            

 

〈氏  名〉         ㊞  

※自署は捺印不要 

代理人 

 

〈住  所 〉            

 

〈氏  名 〉         ㊞ 

※自署は捺印不要 

 

  



 



【 契 約 書 別 紙 】 

＜介護保険ご利用分＞ 

１．介護報酬に関わる費用【利用料負担金一覧表】          令和 6 年（2024 年）6 月 1 日改定 

サ ー ビ ス 内 容 単位数 
利用者負担額 

（１割） （２割） （３割） 

20 分未満のｻｰﾋﾞｽ 
訪問看護Ⅰ-１ 

     介護予防訪問看護Ⅰ-１ 

 
314 単位 
303 単位 

 
321 円/回 
310 円/回 

 
641 円/回 
619 円/回 

 
962 円/回 
928 円/回 

30 分未満のサービス 
 訪問看護Ⅰ-２ 

     介護予防訪問看護Ⅰ-２ 

 
471 単位 
451 単位 

 
481 円/回 
461 円/回 

 
962 円/回 
921 円/回 

 
1,443 円/回 
1,382 円/回 

30 分以上 60 分未満のサービス 
     訪問看護Ⅰ-３ 
     介護予防訪問看護Ⅰ-３ 

 
823 単位 
794 単位 

 
841 円/回 
811 円/回 

 
1,681 円/回 
1,622 円/回 

 
2,521 円/回 
2,432 円/回 

60 分以上 90 分未満のサービス 
     訪問看護Ⅰ-４ 
     介護予防訪問看護Ⅰ-４ 

 
1,128 単位 
1,090 単位 

 
1,152 円/回 
1,113 円/回 

 
2,304 円/回 
2,226 円/回 

 
3,455 円/回 
3,339 円/回 

作業療法士等(※1)によるサービス 

     訪問看護Ⅰ-５ 

     介護予防訪問看護Ⅰ-５ 

※利用開始日の属する月から 12 月超の利用者に

介護予防訪問看護を行った場合 1回につき 5単位

減算。 

 
294 単位 
284 単位 

 
301 円/回 
290 円/回 

 
601 円/回 
580 円/回 

 
901 円/回 
870 円/回 

准看護師による訪問 基本単位の 90％ 

早朝・夜間加算(6～8 時・18～22 時) 基本単位の 25％増 

深夜加算(22 時～翌 6 時) 基本単位の 50％増 

緊急時訪問看護加算（Ⅰ） 
         （Ⅱ） 

600 単位 
574 単位 

613 円/月 
586 円/月 

1,226 円/月 
1,172 円/月 

1,838 円/月 
1,758 円/月 

特別管理加算（Ⅰ） 
      （Ⅱ） 

500 単位 
250 単位 

511 円/月 
256 円/月 

1,021 円/月 
1,511 円/月 

1,532 円/月 
1,766 円/月 

ターミナル加算 2,500 単位 2,553 円/回 5,105 円/回 7,658 円/回 

長時間訪問看護（1 時間半を超える） ※２ 300 単位 307 円/回 613 円/回 919 円/回 

複数名訪問看護加算（Ⅰ）30 分未満 
30 分以上 

         （Ⅱ）30 分未満 
            30 分以上 

254 単位 
402 単位 
201 単位 
317 単位 

260 円/回 
411 円/回 
206 円/回 
324 円/回 

519 円/回 
821 円/回 
411 円/回 
648 円/回 

1,778 円/回 
1,232 円/回 

616 円/回 
971 円/回 

初回加算（新規利用者 月１回）（Ⅰ） 

               （Ⅱ） 

または退院時共同指導加算 

    （１回・特別管理加算２回） 

350 単位 

300 単位 

600 単位 

 

358 円/月 

307 円/月 

613 円/回 

 

715 円/月 

613 円/月 

1,226 円/回 

 

1,072 円/月 

919 円/月 

1,838 円/回 

 

看護・介護職員連携強化加算（特定業務） 250 単位 256 円/回 511 円/回 766 円/回 

訪問看護同一建物内減算１，２ １：所定単位数の 90％、２：所定単位数の 85％ 

※1：作業療法士等・・・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士 ※２：特別管理加算対象者 

２．運営規程で定められた「その他の費用」（全額自己負担） 

項  目 金 額 内容の説明 

交 

通

費 

交通機関利用 実 費 通常の事業の実施地域以外でサービスの提供を受ける場合 

実施地域を超えた地点から7Km未満 

実施地域を超えた地点から7km以上 

200 円 

500 円 
上記の場合で自動車を使用した場合 

死後の処置料 10,000円 亡くなられた時の清拭・身支度等 

３．介護保険の給付の範囲を超えたサービス料金は、全額自己負担となります。 



【 契 約 書 別 紙 】 

＜医療保険ご利用分＞ 

１．医療保険法に係わる費用【利用料負担金一覧表】           令和 6 年（2024 年）6 月 1 日改定 

後期高齢者（75 歳以上） １割、２割、又は３割 

健康保険 国民健康保険 
高齢受給者（70～74 歳） 高齢受給者証の自己負担割合に基づく 

一 般（70 歳未満） ３割 

 

サ ― ビ ス 内 容 
金   額 

看護師 准看護師 理学療法士等 

訪問看護基本療養費Ⅰ（週 3 日目まで） 

          （週 4 日目以降） 

5,550 円 

6,550 円 

5,050 円 

6,050 円 

5,550 円 

5,550 円 

訪問看護基本療養費Ⅱ＜＊同一建物居住者＞ 

［同一日２人まで］ （週 3 日目まで） 

 （週 4 日目以降） 

 

5,550 円 

6,550 円 

 

5,050 円 

6,050 円 

 

5,550 円 

5,550 円 

［同一日３人以上］ （週 3 日目まで） 

          （週 4 日目以降） 

2,780 円 

3,280 円 

2,530 円 

3,030 円 

2,780 円 

2,780 円 

精神科訪問看護基本療養費Ⅰ 

（週 3 日目まで 30 分以上） 

（週 3 日目まで 30 分未満） 

（週 4 日目以降 30 分以上） 

（週 4 日目以降 30 分未満） 

 

5,550 円 

4,250 円 

6,550 円 

5,100 円 

 

5,050 円 

3,870 円 

6,050 円 

4,720 円 

（作業療法士） 

5,550 円 

4,250 円 

6,550 円 

5,100 円 

精神科訪問看護基本療養費Ⅲ 

（同一建物居住者＊で同一日に２人） 

（週 3 日目まで 30 分以上） 

（週 3 日目まで 30 分未満） 

（週 4 日目以降 30 分以上） 

（週 4 日目以降 30 分未満） 

 

 

5,550 円 

4,250 円 

6,550 円 

5,100 円 

 

 

5,050 円 

3,870 円 

6,050 円 

4,720 円 

 

（作業療法士） 

5,550 円 

4,250 円 

6,550 円 

5,100 円 

（同一建物居住者＊で同一日に３人以上） 

（週 3 日目まで 30 分以上） 

（週 3 日目まで 30 分未満） 

（週 4 日目以降 30 分以上） 

（週 4 日目以降 30 分未満） 

 

2,780 円 

2,130 円 

3,280 円 

2,550 円 

 

2,530 円 

1,940 円 

3,030 円 

2,360 円 

（作業療法士） 

2,780 円 

2,130 円 

3,280 円 

2,550 円 

訪問看護管理療養費 1 

訪問看護管理療養費 2 

月の初日：7,670 円  ２回目以降：3,000 円/回 

月の初日：7,670 円  ２回目以降：2,500 円/回 

(※)理学療法士等・・・作業療法士・理学療法士・言語聴覚 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



加 算 項 目 内 容 金   額 

特別管理加算（Ⅰ） 

特別管理加算（Ⅱ） 

5,000 円/月 留置カテーテル・気管カニューレ等 

2,500 円/月 人工肛門・週３回点滴・褥瘡等 

２４時間対応体制加算  

6,800 円/月（24 時間対応体制における看護業務の

負担軽減の取組を行っている場合） 

6,520 円/月（上記以外の場合） 

緊急訪問看護加算  

2,650 円/日［月 14 日目まで］ 

2,000 円/日［月 15 日目以降］（1 日１回に限り） 

診療所又は在宅支援病院の医師の指示により訪問看

護を行った場合 

難病等複数回訪問看護加算 

1 日 2 回訪問の場合 

［同一建物内 2 人まで］4,500 円 

［同一建物内 3 人以上］4,000 円 

1 日 3 回以上訪問の場合 

［同一建物内 2 人まで］8,000 円 

［同一建物内 3 人以上］7,200 円 

複数名訪問看護加算  

(1)他の看護師等と訪問 

 

(2)他の准看護師と訪問 

 

(3)看護補助者と訪問 １日１回 

 

               １日２回 

 

            １日３回以上 

 

［同一建物内 2 人まで］ 4,500 円 

［同一建物内 3 人以上］ 4,000 円 

［同一建物内 2 人まで］ 3,800 円 

［同一建物内 3 人以上］ 3,400 円 

［同一建物内 2 人まで］ 3,000 円 

［同一建物内 3 人以上］ 2,700 円 

［同一建物内 2 人まで］ 6,000 円 

［同一建物内 3 人以上］ 5,400 円 

［同一建物内 2 人まで］10,000 円 

［同一建物内 3 人以上］ 9,000 円 

複数名精神科訪問看護加算  

(1) 他の看護師・作業療法士と訪問 

          １日１回 

            

１日２回 

 

          １日３回以上 

 

(2)他の准看護師と訪問 

           １日１回 

 

           １日２回 

 

          １日３回以上 

 

(3)看護補助者又は精神保健福祉士と訪問 

           １日１回 

 

 

［同一建物内 2 人まで］ 4,500 円 

［同一建物内 3 人以上］ 4,000 円 

［同一建物内 2 人まで］ 9,000 円 

［同一建物内 3 人以上］ 8,100 円 

［同一建物内 2 人まで］14,500 円 

［同一建物内 3 人以上］13,000 円 

 

［同一建物内 2 人まで］ 3,800 円 

［同一建物内 3 人以上］ 3,400 円 

［同一建物内 2 人まで］ 7,600 円 

［同一建物内 3 人以上］ 6,800 円 

［同一建物内 2 人まで］12,400 円 

［同一建物内 3 人以上］11,200 円 

 

［同一建物内 2 人まで］ 3,000 円 

［同一建物内 3 人以上］ 2,700 円 

長時間訪問看護加算 

（１回の訪問時間が 90 分を超える） 
5,200 円/日 （週１日） 

夜間・早朝訪問看護加算(6～8 時・18～22 時) 2,100 円/日 

深夜訪問看護加算(22 時～翌 6 時) 4,200 円/日 

退院時共同指導加算 

（入院・入所中の退院後の訪問指導） 
8,000 円（退院日翌日以降の初回訪問日） 

特別管理指導加算 2,000 円（退院時共同指導加算算定時） 

退院支援指導加算 

（退院日の療養生活指導） 

6,000 円（退院日翌日以降の初回訪問日） 

※長時間にわたる療養上必要な指導を行った場合は 8,400 円 



加 算 項 目 内 容 金   額 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 

（医師の求めで関係職員と訪問） 
2,000 円 

訪問看護ターミナルケア療養費（１） 

 

 

 

              （２） 

25,000 円 ・在宅で死亡した利用者 

25,000 円 ・特別養護老人ホーム等で死亡した利用

者（看取り看護加算等を算定してい

る利用者を除く） 

10,000 円 ・特別養護老人ホーム等で死亡した利用

者（看取り看護加算等を算定してい

る利用者の場合） 

訪問看護情報提供療養費 

（市等・学校等・医療機関等への情報提供） 
1,500 円 

＊：養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・特別養護老人ホーム・マンションなどの集合住

宅に複数利用者がいる場合、短期入所生活介護（介護予防含）・小規模多機能型居宅介護（介護予防含）認

知症対応型共同生活介護（介護予防含）に、同一日に複数名のご利用者に訪問した場合 

※ 週に７日の指定訪問看護が計画されている方は、その期間中において、 

   ３事業者までの訪問看護を受けることが可能です。 

※ 特別指示期間において、週に４日以上の指定訪問看護が計画されている方は、 

   ２事業者までの訪問看護を受けることが可能です。 

 

 

２．運営規程で定められた「その他の費用」（全額自己負担） 

項 目 内   容 金 額 

交 通 費 

公共交通機関利用の場合 実 費 

車両利用の場合 往復７㎞未満 

        往復７㎞以上 

２００円 

５００円 

タクシー利用の場合（営業日以外および時間外） 実 費 

超過料金 １回の訪問が２時間を越えた場合、１時間まで １，３００円 

時間外料金 営業時間外(17時～翌9時)訪問した場合2時間まで ３，２００円 

休日料金 営業日以外に訪問した場合 ３，２００円 

死後の処置料 亡くなられた時の清拭・身支度等 １０,０００円 

 

介護保険・医療保険どちらに該当するかは、年齢、疾病等により異なります。 

介護保険利用 

65 歳以上（第 1 号保険者）の方は、要支援 1、2、要介護 1～5 に認定されている事。 

40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者（第 2 号保険者）の方は要支援・要介護に認定され、16 特定疾

病に該当している方は介護保険利用となります。 

医療保険利用 

40 歳未満の医療保険加入者とその家族（妊産婦や乳幼児含む）、40 歳以上 65 歳未満の 16 特定疾病患

者以外の方、65 歳以上で要支援・要介護に該当しない方や、要支援・要介護者のうち、特別訪問看護指

示書期間の方、厚生労働大臣が定める疾病等の方、精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看

護対象の方は医療保険での利用となります。 

介護保険での訪問看護を利用中の方も、褥瘡発生時や、急性増悪により、一時的に点滴が必要となった場

合は、その期間内のみ医療保険に変更となります。  



訪問看護・介護予防訪問看護・指定訪問看護 重要事項説明書 

第 1 項．事業者の概要 

  会 社 地 社会福祉法人モニカ 

  所 在 地 札幌市白石区本通 10 丁目南 10-11 

  代 表 者 名 代表理事 滝野 賢次郎 

 

第 2 項．利用の事業者 

 事 業 者 の 名 称 訪問看護ステーションさくら  指定事業所番号：0160591772 

 所   在   地 札幌市白石区本通 12 丁目南 6 番 5 号  Rin 南郷 106 号室 

 電話番号/FAX 番号 ０１１－８６７－９５２７ / ０１１－８６７－９５２８ 

通常の事業の実施地域 札幌市内 

 

第 3 項．事業者の目的と運営方針 

 

事業の 

目 的 

指定訪問看護、訪問看護及び介護予防訪問看護の適正な運営を確保するために人員および運

営管理に関する事項を定め、看護師その他従業員が、高齢者および難病疾患、心身障害者等並

びに要介護状態又は要支援状態にある者で、かかりつけの医師が指定訪問看護、訪問看護及び

介護予防訪問看護の必要性を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問看護、訪問看護及び介護予

防訪問看護を提供することを目的とします。 

 

運 営 

方 針 

１．訪問看護及び介護予防訪問看護の実施にあたっては、利用者の心身の特性を踏まえて、全

体的な心身機能の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が維持

できるよう支援します。 

２．事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、地域

の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

第 4 項．職員体制 

 職 種 員  数 勤務体制 

管理者   １ 名（看護職員兼務） 常勤 

看護職員   7  名（内 1 名は管理者と兼務） 常勤 4 名・非常勤 3 名 

理学療法士   1  名 常勤 1 名 

   

 

第 5 項．営業日および営業時間 

営 業 日  月曜日から金曜日   

営業時間  午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分まで  

 

第 6 項．訪問看護及び介護予防訪問看護の内容 

（１）病状・障害の観察    （６）認知症患者の看護 

（２）リハビリテーション   （７）療養生活や介護方法の指導 

（３）清拭・洗髪・入浴等による保清の保持 （８）褥瘡の予防・処置 

（４）食事および排泄等の日常生活の世話  （９）カテーテル等の管理 

（５）ターミナルケア    （10）その他医師の指示による医療処置  



第 7 項．サービス提供方法 

１ 利用者の希望、主治医の指示及び居宅サービス計画（居宅介護支援事業者による計画）、又は介護予防サー

ビス計画（介護予防支援事業者による計画）に基づき、心身の機能の維持回復が図れるよう訪問看護計画ま

たは介護予防訪問看護計画を作成し、利用者の同意を得て、計画にそってサービスを実施します。 

２ 主治医には訪問看護計画書または介護予防訪問看護計画書、および訪問看護報告書または介護予防訪問看

護報告書を提出し、密接な連携を図っていきます。 

３ 居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者とは居宅サービス計画書又は介護予防サービス計画を受け、計

画にそって実施し、実施状況を報告し、密接な連携を図っていきます。 

４ その他保健医療サービス又は福祉サービス事業者との密接な連携に努めます。 

 

第 8 項．利用料金 

１ 介護保険法による指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供する場合の利用料の額は、厚生労働大臣

が定める基準による額の１割または２割です。 

２ 介護保険の給付の範囲を超えたサービス料金は、全額自己負担となります。 

３ 利用料金の詳細は『 契約書別紙 』を参照してください。 

４ 利用料金の支払い方法は、1 か月間分をお支払いいただきます。利用料金のお支払いを受ける際には、領

収書を発行いたします。 

 

第 9 項．緊急時の対応 

 訪問看護及び介護予防訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が発生したときは、必要に

応じて応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、医師の指示に従います。また、登録され

ている緊急連絡先に連絡いたします。 

【緊急連絡先】 

 

主治医 

氏 名  

医療機関の名称  

住 所  

電話番号  

 

ご家族 

氏 名                      （続柄     ） 

住 所  

電話番号（携帯電話）  

 

第 10 項．事故発生時の対応 

訪問看護及び介護予防訪問看護実施中に、事故が発生した時には医師、家族、居宅支援事業者、介護予防支

援事業者等への連絡および適切な措置を迅速に行います。 

 

第11項． 秘密の保持 

１ 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護において、正当な理由（利用者または第三者の生命・身体等に危

険がある場合を除く）がなく、業務上知り得た利用者と利用者家族の情報は硬く保持します。 

２ 従業員が退職後も在職中に知り得た秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。 

３ あらかじめ文書で同意を得た場合は、市町村、居宅支援事業者、介護予防支援事業者等との連絡調整、そ

の他必要な範囲で利用させていただきます。  



第 12 項．キャンセル 

 利用者がサービスの利用を中止する際は、速やかに連絡をしてください。 

 【 連絡先 】訪問看護ステーション さくら  電話番号 ０１１－８６７－９５２７ 

 

第 13 項．重要事項の変更 

重要事項説明書に記載した内容に変更が生じることが予想される場合や、変更された場合には、利用者にそ

の内容を郵便又は配布によって通知します。尚、この通知により利用者から特段の申し出がない限り、通知書

の発行日を以って同意を得たこととします。 

 

第 14 項．相談または苦情の対応 

１ 当事業者が行う指定訪問看護サービス及び指定介護予防訪問看護サービスについての相談・苦情を下記窓

口で賜ります。なお、担当者不在時の場合であっても従業員が承り、担当者に内容を引き継ぎ相談・苦情へ

の対応が早期に行えるようにいたします。 

窓口責任者名：東 玉枝 

電    話：０１１－８６７－９５２７ ＦＡＸ：０１１－８６７－９５２８ 

受 付 時 間 ：月曜日から金曜日 ８：３０～１７：３０ 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制、手順は次の各号の通りです。 

(1) 苦情があった場合は、直ちに利用者等と連絡をとり、事情を聞き、苦情の内用を把握し、 

必要な対応を行います。 

(2) 苦情の内容によっては、市区町村や居宅支援事業者、介護予防支援事業者と連絡をとり、 

必要な対応を行います。 

３ 当事業者以外に、苦情・相談窓口は札幌市役所〔介護保険制度担当〕または、最寄の区役所〔保健福祉サ

ービス課〕でも伝えることができます。  

札幌市 介護保険課    ０１１－２１１－２５４７ 

小樽市 介護保険課    ０１３４－３２－４１１１ 

江別市 介護保険課    ０１１－３８１－１０６７ 

北広島市 介護保険課    ０１１－３７２－３３１１ 

千歳市 介護相談・予防係 ０１２３－２４－０２９５ 

登別市 保健福祉部高齢・介護グループ ０１４３－８５－５７２０ 

苫小牧市 高齢者支援室介護福祉課    ０１４４－３２－６３４０ 

北海道国民保険連合会 介護保険課    ０１１－２３３－２１７８ 

 

第 15 項．損害賠償 

 事業者は、利用者に対するサービス提供にあたって、利用者又は利用者家族の生命・身体・財産に損害が発

生した場合は、速やかに利用者に対し損害を賠償する。但し、事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り

損害賠償責任を負わない。 

 

第16項． その他事項 

サービス提供の事故やトラブルを避けるために、次の事項にご留意ください。 

(1)  看護師等は、年金の管理、金銭の貸借など、金銭の取り扱いはいたしかねます。 

(2)  看護師等は介護保険制度上、利用者の心身の機能回復のために療養上の世話や診療の補助、リハビリテ

ーションを行うとされており、同居家族に対する訪問看護サービス及び介護予防訪問看護サービスは禁止

されています。 

(3) 看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、遠慮いたします。  



＜＜ 個 人 情 報 使 用 同 意 書 ＞＞ 

 私（利用者及びその家族）の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で 

使用する事に同意します。 

１．使用する目的 

利用者の為の居宅サービス計画に沿って、円滑にサービスを提供する為に実施されるサービス提供者会議、

介護支援専門員と事業者との連絡調整において必要な場合 

２．使用する期間 

訪問看護ステーションさくらとの契約時からサービス契約終了まで。 

３．条件 

(１) 個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れる事の無い様、細心の注

意を払う事。 

(２) 個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。 

 

 

訪問看護及び介護予防訪問看護、又は指定訪問看護の契約にあたり、事業者から重要事項説明書の内容

並びに、個人情報の取り扱いについて説明を受け、理解したうえで同意しました。 

 

同意日 令和   年   月   日 

事業者 

 事業者名称： 訪問看護ステーション さくら 

   所 在 地： 札幌市白石区本通 12 丁目南 6 番 5 号 Rin 南郷 106 号室 

   管理者氏名： 東 玉枝 

 

   説明者氏名：    東  玉枝    ㊞ ※自署は捺印不要 

 

ご利用者 

 

 〈住 所〉           

 

〈氏 名〉       ㊞ ※自署は捺印不要 

 

代理人 

 

〈住 所〉           

 

〈氏 名〉       ㊞ ※自署は捺印不要 

 

ご利用者のご家族 ※個人情報をお預かりする場合は必須 

  

〈住 所〉           

 

〈氏 名〉       ㊞（続柄：   ） ※自署は捺印不要 


